
部落史研究の進展により、これまでの理解とは

異なった事実や解釈が明らかになっています。

この機会に、私たち一人一人が同和問題について

正しく知り、誰もが尊重される社会の実現のために

何ができるか考えてみませんか。

第１回ゆりはま人権セミナー

「なぜ、そこに部落があるのか？」

【問い合わせ先】

湯梨浜町教育委員会事務局　

生涯学習・人権推進課
電話：0858-35-5369　　

mail：yshogai@yurihama.jp

主催：湯梨浜町　湯梨浜町教育委員会

　　　湯梨浜町人権教育推進協議会

【日時】令和８年７月１７日（金）

　　１９:００～２０:００
【場所】ハワイアロハホール

【講師】西村　敦郎さん
（井手上部落史研究会代表）

「部落解放月間」 7月10日～8月9日

見逃し配信の申込みは

こちらから※７月１５日まで

部落差別は許されないものであるとの認識の下に、平成28年12月「部落差別の解消

の推進に関する法律」が施行されました。この法律に基づき、鳥取県では部落差別

の解消を推進し、差別のない社会の実現に向け取り組んでいます。
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